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 開  議  

 議  長  皆さん、お疲れさまでございます。 

本日の出席議員は１３人につき、定足数に達しております。 

 これから本日の会議を開きます。 

（１４：００） 

 日程第１  

 議  長  日程第１ 町長からの追加議案の提案理由の説明を求めます。 

 田頭町長 

 町  長  こんにちは。 

 本日は、令和５年第２回定例会の最終日でございますが、開会日にお願いいたして

おりましたように追加議案を上程させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、追加議案等３件の提案理由の説明を申し上げます。 

 報告第３号、専決処分の報告につきましては、地方自治法第１８０条第１項の規定

により専決した損害賠償について報告するものです。 

 内容としましては、赤ちゃん訪問事業のため、会計年度任用職員が訪問した筑前町

朝日の住宅において発生した床塗装の剥離によります損害賠償の額が１００万円以

下であり、専決処分事項の指定に該当することから５月２２日付で専決処分をした

ものです。 

 議案第３０号、財産の取得につきましては、町内各小学校に設置する電子黒板機能

付プロジェクター及び電子黒板モニターを取得するにあたり、地方自治法及び筑前

町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、

町議会の議決を求めるものです。 

 議案第３１号、工事請負契約の締結につきましては、町営住宅新町団地改修工事の

工事請負契約を締結するにあたり、地方自治法及び筑前町議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、町議会の議決を求めるもの

です。 

 以上、追加議案の提案理由の説明とさせていただきますので、慎重にご審議をいた

だき、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

 議  長  町長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第２  

 議  長  日程第２ 議案第２８号「令和５年度筑前町一般会計補正予算（第４号）につい

て」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 河内議員 

 河内議員  令和５年度一般会計補正予算を資料のほうでお尋ねします。資料の５ページです。 

 ３款２項２目児童措置費の中の認可化移行運営費支援事業費補助金の取りやめで

減額補正になっていますが、この事業については３月の予算議会で新規事業として

計上したものではないでしょうか。それが３か月もせずに取りやめになった理由は

なんですか。 

 議  長  こども課長 

こども課長  お答えします。 

 認可化移行運営費支援事業費補助金につきましては、無認可保育園から認可保育

園へ移行する支援事業費で、昨年９月に県と協議を行ったところです。 

県ではこの事業を利用する市町村がなかったことから要綱が作成されておらず、
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昨年１２月に県で要綱を作成されたところです。筑前町では１１月に当初予算とし

て予算を計上しておりましたが、県の要綱が１２月であったため、国、県の補助金が

予算計上に間に合っていなかったことが３月議会後に判明して、町への補助金が見

込まれず減額を行うものです。 

 また、この補助金については、現状の保育事業所が５年以内をめどに認可化に必要

な条件を整えることを目的とする補助金であり、現状の保育運営には補助されない

などの制限があることから、補助金の額も多くは見込まれないことを確認したとこ

ろで、希望されていた事業所に話を行った上で減額を行うものです。 

 議  長  ほかに質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２８号「令和５年度筑前町一般会計補正予算（第４号）について」

を採決します。 

 議案第２８号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本件は原案のとおり可決されました。 

 日程第３  

 議  長  日程第３ 議案第２９号「令和５年度筑前町工業用地造成事業特別会計補正予算

（第１号）について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２９号「令和５年度筑前町工業用地造成事業特別会計補正予算

（第１号）について」を採決します。 

 議案第２９号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本件は原案のとおり可決されました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 報告第３号「専決処分の報告について（筑前町朝日訪問宅での床塗装剥

離にかかる損害賠償）」を議題とします。 

 報告を求めます。 

 総務課長 

 総務課長  追加議案書の１ページをお願いいたします。 

 報告第３号「専決処分の報告について」 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条
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第２項の規定により報告するものです。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由は、先ほどの町長の追加議案提案理由の説明どおりですので省略をいた

します。 

 ２ページです。 

 専決処分書になっております。 

 令和５年専決第８号。 

 ５月２２日に専決処分したものです。 

 １ 事 故 名 筑前町朝日訪問宅での床塗装剥離 

 ２ 事故発生日 令和５年３月３１日 

 ３ 事故の相手方 町内居住者 

 ４ 事故の概要 筑前町が実施する赤ちゃん訪問事業で、会計年度任用職員が

相手方の自宅を訪問した際、アルコールティッシュを床に直置きし、フローリングの

塗装を１０センチ掛ける５センチ程度剥離させたもの。 

 ５ 損害賠償額 １万２,１００円 

 以上となっております。 

 事故の概要につきましてはご報告したとおりでございます。フローリングの修復

代の１万２,１００円を損害賠償額として５月２２日に専決処分し、事故当事者と示

談が成立したものです。 

また、地方自治法第１８０条第１項の規定により、町長の専決処分事項の指定につ

いて、１件１００万円以下の損害賠償額につきましては専決処分できるものと規定

しており、今回の損害賠償額１万２,１００円につきましては、それに該当すること

から報告事項とさせていただいているものです。 

 なお、このような事例が再発しないよう、担当課では指導及び取り組みが行われて

いることも併せてご報告させていただきます。 

 以上で、筑前町朝日訪問宅での床塗装剥離にかかる損害賠償についての専決処分

報告の説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 議  長  報告が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 河内議員 

 河内議員  この事故は３月３１日で、専決したのが５月２２日で２か月近くたってるのです

けど、もっと早く対応できなかったのかお尋ねします。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 報告を受けて、当事者それから保険会社とのやり取りの中で、当事者のほうがお願

いする代行会社がございましたので、そこの会社とのやり取りがありましたのでこ

の時期になっているということでございます。遅れたということはございません。ス

ピード感を持って対応して、この時期になっているということでございます。 

 以上でございます。 

 議  長  ほかにございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これで本件の報告を終わります。 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 議案第３０号「財産の取得について（電子黒板機能付きプロジェクター
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及び電子黒板モニター）」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  追加議案書の３ページをお願いします。 

 議案第３０号「財産の取得について」 

 次のとおり財産を取得するため、議決を求めるものです。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 提案理由は町長説明のとおりです。 

 １ 取得する財産 電子黒板機能付きプロジェクター及び電子黒板モニター 

 ２ 契約の方法 指名競争入札 

 ３ 取 得 価 格 ３,０５８万円 

 ４ 契約の相手方 福岡県福岡市博多区古門戸町５番１５号 

株式会社レイメイ藤井 福岡営業部 

常務取締役営業統括部長 中尾政彦 

 今回の電子黒板の購入は、現在、小学校で使用中の電子黒板が平成２７年に導入し

７年を経過しているため、入れ替えを行うものです。 

 ４ページをお願いします。 

 財産の取得にあたっては指名競争入札を行っております。入札結果につきまして

は、株式会社レイメイ藤井福岡営業部が第１回目の入札で落札し、落札率は９１.８

７％でございます。 

 財産の名称及び数量、主な仕様は参考に記載のとおりです。納入場所は筑前町内各

小学校、納入期限は令和５年９月１５日でございます。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 石橋議員 

 石橋議員  平成２７年に導入して７年間経過しているので取り替えるということなのですけ

れども、これは全部導入した分丸々ということなのでしょうか。 

昨日の全協のときの説明ではそういう話だったんですけど、何か数的にクラスと

数と合わないなというのが少しあったもので、説明をお願いいたします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 これは学校と協議しながら進めて決定をしてきた経過がございますが、更新につ

いては全てのプロジェクター等を更新する予定にしています。昨日の部分で説明不

足で申し訳なかったと思っていますけども、普通教室について、広がりのある教室と

狭い教室がございまして、狭いほうがプロジェクターということ、それからちょっと

余裕があるところはディスプレーのほうを採用させていただいたということでござ

います。 

 ちなみに数を申しますと、三輪小学校は普通教室が２４、プロジェクターが２４、

それから東小田小学校は普通教室が１７、プロジェクターが９とディスプレーが８、

それから中牟田小学校は普通教室が１５、プロジェクターが１０、ディスプレーが

５、それから三並小学校につきましてはディスプレーが６ということになっていま

すので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 
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 議  長  ほかにございませんか。よろしいですか。 

 （質疑なし） 

 議  長  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから議案第３０号「財産の取得について（電子黒板機能付きプロジェクター及

び電子黒板モニター）」を採決します。 

 議案第３０号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本件は原案のとおり可決されました。 

 日程第６  

 議  長  日程第６ 議案第３１号「工事請負契約の締結について（町営住宅新町団地改修工

事）」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  追加議案書の５ページをお願いします。 

 議案第３１号「工事請負契約の締結について」 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて、議決を求めるものです。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 提案理由は町長説明のとおりです。 

 １ 工 事 名 町営住宅新町団地改修工事 

 ２ 契約の方法 指名競争入札 

 ３ 請負契約額 １億１,０１６万５,０００円 

 ４ 契約の相手方 福岡県福岡市西区大字羽根戸１５９番地の４ 

アスミオ．・ミキ特定建設共同企業体 

代表取締役 吉岡澄男 

 ６ページをお願いします。 

 入札結果につきましては、アスミオ．・ミキ特定建設共同企業体が第１回目の入札

で落札し、落札率は９５.６５％でございます。 

 工事箇所及び工事概要は参考に記載のとおりです。工期は契約の効力発生の日か

ら令和５年１２月２２日まででございます。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 河内議員 

 河内議員  今後、町営住宅で改修予定があったら教えてください。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えします。 

 令和３年度から３か年で、令和５年度で一定の工事は終了いたします。 

 以上でございます。 

 議  長  ほかに質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 
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 議  長  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第３１号「工事請負契約の締結について（町営住宅新町団地改修工

事）」を採決します。 

 議案第３１号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本件は原案のとおり可決されました。 

 日程第７  

 議  長  日程第７ 発議第２号「筑前町議会の個人情報保護に関する条例の制定について」

を議題とします。 

 議案の提案理由の説明を提出者に求めます。 

 寺原裕明議員 

 寺原議員  それでは、ただいまから発議第２号の提案理由の説明をいたします。 

 議会提出議案書の２ページをお開きください。 

 発議第２号「筑前町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について」 

 上記の議案を別紙のとおり筑前町議会会議規則第１３条第２項の規定により提出

します。 

 提出者は、議会運営委員会委員長寺原裕明であります。 

 提案の理由、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、同法の規定が適用さ

れない筑前町議会の個人情報の保護について条例で定める必要がある。これが、この

条例案を提出する理由であります。 

 ３ページをご覧ください。 

 筑前町議会の個人情報の保護に関する条例。 

 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、個人の権利、利益を保護すること

を目的に、議会における個人情報保護の取り扱いをどのようにするかについて、新た

な条例を制定する必要が生じましたので、この条例案を提出するものであります。 

 なお、附則にて、この条例は公布の日から施行するものとします。 

 以上で説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、発議第２号「筑前町議会の個人情報保護に関する条例の制定について」

を採決します。 

 発議第２号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 
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 したがって、本件は原案のとおり可決されました。 

 日程第８  

 議  長  日程第８ 「議会運営委員会の閉会中の所掌事務継続調査申出書」を議題としま

す。 

 議会運営委員会委員長から、会議規則第７３条の規定によって、お手元にお配りし

たとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。 

 日程第９  

 議  長  日程第９ 「常任委員会の閉会中の所管事務継続調査申出書」を議題とします。 

 各常任委員会委員長より、会議規則第７３条の規定によって、お手元にお配りした

とおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。 

 閉  会  

 議  長  これで本日の会議は全部終了いたしました。 

 田頭町長 

 町  長  ６月定例会閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 今回提案いたしました全ての議案に承認、可決いただき、ありがとうございまし

た。それぞれスピード感を持って、執行にあたりたいと思います。 

 さて、いよいよ出水期が本番となります。先月の防災訓練等も生かしながら、住民

の皆さんとの協同の下、防災・減災に注力してまいります。議員各位におかれまして

もご指導、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、６月定例会、大変お疲れさまでございました。 

ありがとうございました。 

 議  長  町長からの挨拶が終わりました。 

 会議を閉じます。 

 令和５年第２回筑前町議会定例会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

（１４：２５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




